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農 業 資 材 審 議 会

農業機械化分科会基本方針部会

日時：平成１７年９月６日（火）

１５：０３～１７：０７

場所：農林水産省共用第１・２会議室

議 事 次 第

１．開 会

２．委員の紹介

３．挨 拶

４．議 事

（１）高性能農業機械等の試験研究、実用化の促進及び導入に関する基本方針の一部改正につ

いて

（２）その他

５．閉 会
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○川本技術対策室長 定刻を若干過ぎましたので、ただいまから農業資材審議会農業機械化分

科会基本方針部会を開催させていただきたいと思います。

私、本日の冒頭の進行を務めさせていただきます農産振興課技術対策室の川本と申します。

よろしくお願いいたします。

本日は、委員の皆様方にはご多忙中のところ、また台風の接近による影響で非常にお足元の

悪い中、ご足労いただきましたことについて感謝申し上げます。ありがとうございます。

現在、委員定数14名のところ、11名の方にご出席をいただいておりまして、審議会の規則に

よって定足数である２分の１以上ということでございますので、本日ご審議いただきます諮問

等の議決につきましては、農業資材審議会の議決とみなされることとなっておりますので、あ

らかじめご紹介をいたしたいと思います。

委員の紹介

○川本技術対策室長 それでは、本日ご出席をいただきました委員の方々のご紹介をさせてい

ただきます。

私の左手の方からご紹介させていただきます。ご着席のままお聞き取りいただければと思い

ます。

石井委員でございます。

○石井委員 前回欠席で失礼いたしました。石井でございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。

○川本技術対策室長 大立目委員でございます。

○大立目委員 よろしくお願いします。

○川本技術対策室長 小田林委員でございます。

○小田林委員 よろしくお願いします。

○川本技術対策室長 尾野村委員でございます。

○尾野村委員 よろしくお願いします。

○川本技術対策室長 児玉委員でございます。

○児玉委員 よろしくお願いします。

○川本技術対策室長 笹尾委員でございます。

○笹尾委員 よろしくお願いします。

○川本技術対策室長 瀬尾委員は若干所用で遅れられるとお聞きしております。

髙山委員でございます。

○髙山委員 よろしくお願いします。
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○川本技術対策室長 津賀委員でございます。

○津賀委員 よろしくお願いします。

○川本技術対策室長 富樫委員でございます。

○富樫委員 よろしくお願いいたします。

○川本技術対策室長 納口委員でございます。

○納口委員 よろしくお願いいたします。

○川本技術対策室長 佛田委員でございます。

○佛田委員 佛田でございます。

○川本技術対策室長 以上で委員のご紹介でございますが、本日、北本委員と森委員は所用に

よりご欠席ということになっております。それと本部会に先立ちまして、去る８月５日に基本

方針部会小委員会が開催されておりまして、本部会の報告のために瀧川専門委員にもご出席い

ただいております。ご紹介します。

○瀧川専門委員 よろしくお願いいたします。

○川本技術対策室長 また、本日の議題の関係でオブザーバーということで、生研センターの

方から相馬企画部長と安食園芸工学研究部長にご出席いただいております。あわせてご紹介さ

せていただきます。

事務方の方の紹介については、省略をさせていただきたいと思います。

○川本技術対策室長 それでは、当方の吉田大臣官房審議官よりごあいさつを申し上げます。

○吉田審議官 農業資材審議会の農業機械化分科会基本方針部会の開催に当たりまして、一言

ごあいさつを申し上げたいと思います。先ほど進行役の方から申し上げましたけれども、お忙

しい中、また台風接近ということで何かとお足元ご不自由の中、ご出席いただきましてありが

とうございます。また、日ごろから農政の推進につきまして多くのご協力、ご助力をいただい

ておりますことにつきましても重ねて御礼を申し上げたいと思います。

私、７月から生産局担当の審議官ということでまいりました吉田でございます。機械の関係

につきましては、平成13年１月から14年７月にかけて、生産資材課長ということで直接担当課

、 、 。長もしておりましたので 委員の中にも そのときいろいろご協力を賜った方々がおられます

引き続きよろしくお願い申し上げたいと思います。

あいさつということで、せっかくでございますので、今、農水省の行っている施策について

若干ご紹介させていただきたいと思います。ご存じのように、今年の３月25日に新たな「食料

・農業・農村基本計画」を閣議決定し、今後の農政改革の方向を明らかにしたところでござい

ます。その中で特に大きな課題として、担い手の確保、農地の有効利用の問題、そして担い手
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に集中して行おうとする品目横断的な経営安定対策、さらには農地や水路といった資源、ある

いは農業環境の保全政策、この大きく４つを課題として明示をし、その方向づけをしたところ

でございます。その中で農地の関係につきましては、先ほどの通常国会で所要の法律改正をし

たところでございまして、これについては具体化策が数字では明らかになったわけでございま

すが、残りの担い手確保、あるいは担い手に対する経営安定対策の問題、それから環境政策、

資源保全策、これについては、この秋に皆様に明らかにして、また議論をしていただくという

お約束でございましたので、今、そのお約束を果たすべく、事務方の作業が最後の詰めの作業

といいますか、ものによってはまだ詰めの段階まで至っていないものもございますけれども、

大詰めの作業が進んでいるところでございます。

それからまた、来年度の予算編成につきましては、通常通り９月１日に概算要求するという

ことで、通常の年とはかなり手続的に変わったスタイルではありましたけれども、来年度の予

算要求についても所要の予算を概算要求として出しているところでございます。これも変更が

あるかもしれませんけれども、私どもの来年度の必要なもの、特に19年度からの対策に向けて

の準備段階といいますか、そういったものについては、その中にしっかりとコンクリートして

いるものでございます。

今、申し上げましたようなこういう農政改革の流れの中で、農業機械関係につきましても、

これは従前から申し上げているところでございますけれども、大きく３つの柱で施策を進めて

きているところでございます。１つは高性能農業機械の開発・実用化という点、それから２つ

目が農業機械費の低減の問題、そして３つ目が農作業の安全対策、いずれも大きな課題だとい

うふうに思っております。この３つの柱を中心に農業機械関係の施策を進めているところであ

ります。本日は農業機械の開発・実用化という課題でございますが、これにつきましては、昨

年のこの部会におきまして、今後の開発方向についてのご意見をいただいたところでございま

す。そしてそれを踏まえて、今年の３月に農林水産研究基本計画としてとりまとめをしたとこ

ろでございます。本日、ご審議いただきますものにつきましては、この基本計画にとりまとめ

た、それの具体策という性格を持ってございます。内容につきましては、後ほど担当の者から

説明申し上げますが、そういった研究開発をする上での基本方針の改正作業についてはこの部

会でのご審議が必要でございますので、皆様方からの忌憚のないご意見をいただいて改正をし

ていきたいと思っております。どうかよろしくご審議のほどお願い申し上げたいと思います。

○川本技術対策室長 それでは、資料の確認をさせていただきたいと思います。お手元に資料

をお配りさせていただいておりますが、何枚かめくっていただきますと、配付資料一覧という

１枚紙があるかと思います。そこに資料１から資料８、それと参考資料１、２ということでつ
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けておりますが、該当する番号があるかどうかをご確認いただきまして、もし不足がございま

したら事務局にお申し出いただければというふうに思います。

先ほど瀬尾部会長が所用で遅れられると申し上げましたが、農業資材審議会の規則によりま

して、部会長の議事の進行につきましては部会長の代理にお願いするということになっており

ますので、笹尾部会長代理にこれからの議事の進行をお願いいたしたいと思います。

よろしくお願いいたします。

○笹尾部会長代理 それでは瀬尾会長がお越しになるまでの間、農業資材審議会規則によりま

して、笹尾が進行を務めさせていただきます。皆さんのご協力によりまして、この部会、円滑

に運営していこうと思いますので、よろしくご協力お願いいたします。

それでは最初に、議題に入ります前に、今回の農業資材審議会への諮問について事務局の方

からご説明をお願いしたいと思います。

○川本技術対策室長 資料１をごらんいただきたいと思います。今回の審議会の諮問につきま

しては、前回ご説明いたしましたように、現行の基本方針に定めております生研センターが行

う高性能農業機械等の開発に関する試験研究の対象とすべき開発機械について、既に開発が終

わった機種の基本方針からの削除と、新たにこれから試験研究を始める対象機種の追加を内容

とするものでございます。この基本方針を定め、あるいは変更する場合には、あらかじめ農業

資材審議会の意見を聴くこととなっておりますので、この諮問をさせていただくということで

ご理解をお願いをしたいと思います。

それでは、資料１に沿って諮問（案）文を読み上げることによって説明にかえさせていただ

きたいと思います。

諮問。農業機械化促進法第５条第４項の規定に基づき 「高性能農業機械等の試験研究、実、

用化の促進及び導入に関する基本方針」を変更する件について、農業資材審議会の意見を求め

る。

平成17年９月６日、農林水産大臣、岩永峯一。

２枚目以降に揚げてございます中身につきましては、後ほどご説明をし、審議していただく

ということにさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。

議事１．高性能農業機械等の試験研究、実用化の促進及び導入に関する基本方針の一部改正に

ついて

○笹尾部会長代理 それでは、議題に入りたいと思います。ただ今とりあげられました諮問に

関連することですが、高性能農業機械等の試験研究、実用化の促進及び導入に関する基本方針

の改正について、ご審議いただきたいと思います。最初に事務局の方からご説明をお願いいた
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します。

○原課長補佐 農業機械の開発の方を担当しております農産振興課の原と申します。どうぞよ

ろしくお願いいたします。

お手元の資料の方に先ほどの諮問のあとに１枚紙で資料２があるかと思います。今回の基本

方針の主な変更内容（案）ということで、先ほどの諮問の方で新旧対照表がございましたが、

それを文章で記載しているものでございます。いずれにしましても、新たな３機種としてこの

資料の真ん中以降に書いてございますものと、あとそれに積み上げていくための要素技術の課

題、合計４つについて前回の部会に引き続きましてご意見をいただきたいと思っているところ

でございます。個別の説明につきましては、そのあとの資料３、横紙の方でご説明させていた

だきます。１枚めくっていただきますと、その後には、各課題ごとに４枚構成になっておりま

す。最初に概略を申しますが、文章編で必要性なり、またそれぞれの技術の目指している開発

内容なり、効果の面なり、そういうことが書いてございまして、３枚目にはイメージ図として

。 、記載してございます ４枚目に現行の農業経営もかなり多様になっているわけでございますが

いくつかの導入効果の試算例ということで、その辺の経営分析もしながら見ていこうかという

ことで参考につけているものでございます。

それでは、それぞれの課題ごとにポイントをご紹介させていただきます。

最初は、いちご収穫ロボットというものでございます。左側の方に開発の必要性がございま

すが、前回の説明のとおり、いずれにしましても多大な労働時間を収穫に要していると、そう

いうところの省力化、これが何よりも解決すべき一つの問題でございます。特に高温多湿条件

下の作業ということで、身体的な負担もございますし、ただ一方で早朝での作業と、要するに

昼間、日が高くならないうちにいちごの果温が上がらないうちに収穫しなければいけないとい

う、いろいろ難しい制約もあるわけでございますが、そういう中で収穫作業自体、全作業時間

の中でも３割近くの非常に長い時間を要してございます。それ以外にも調製作業とか、この辺

の２つがいちご生産の中でも省力化が特に必要な大きな部分というふうに考えております。右

側の方に開発機の概要がございます。機械として求めていく目標といたしましては、ロボット

技術、一括りでいえば簡単ですが、かなり多種多様でございますけれども、ロボット技術によ

る収穫適期の熟した果実の選択収穫ということができるようなものということです。技術開発

のポイントといたしましては、３つ掲げてございますが、当然ながらいわゆる熟果ということ

、 、 。で その果実の着色度合いをもとにしっかり的確に認識する 判定するという技術であります

２つ目といたしましては、特に果菜類の中でも一番軟弱でありますけれども、そういうソフト

なハンドリング技術というところでございます。３つ目はスムーズな搬出等々、そういうとこ

ろを一連のものとして考えていく必要があるだろうということです。
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能力、性能等の特徴がございますが、基本的にはまさしくロボットだけで収穫作業を行うと

いうことになれば、これはもうかなりの、本当に多額の豪勢な機械をつくることとなり、そう

なっても仕方がございませんので、作業者の方の負担を軽減し、作業者の方との協働作業のイ

メージを持っております。あとは先ほど申しましたとおり、果温が上がらない、地域によって

若干差はありますが、例えば午前８時とか９時とかそれぐらいまでの時間に収穫する、そうい

うイメージのもとでロボットの方は夜明け前から作業をする。これは作業量によって時間は変

更すればいいと思いますけれども、機械で収穫しにくかったもの、そういうものを補完的に作

業者の方で収穫していく、そのようなイメージでございます。

２枚目に移らせていただきまして、作業体系上の位置づけということで （４）で導入効果、

の概略を書いてございます。収穫作業の約６～８割ぐらい、それを自動化していくということ

で、約10ａ当たり2,000時間近い実際の自己生産作業の中で、約500時間弱ぐらいは収穫にかか

ります。そのあたりの時間を３分の１程度に縮減化できるということです。あとは②でござい

ますが、先ほどの技術のポイントで申しましたが、ソフトなハンドリング等々、そういうとこ

ろは要になってくるわけでございますが、手穫りと同等の品質を確保していくということでご

ざいます。あと、ロボット収穫技術につきましても、生研センターの方で基礎的な研究開発を

進めてきているわけですが、現在、一つの別な話としましては、総合科学技術会議ということ

を耳にされるかと思いますが、科学技術全般の諮問をする会議でございます。政府内で、今、

そこではいろいろなロボット技術の体系化といいますか、集約化といいますか、横の連携を広

げていくような取組を昨年度より進めてございます。レスキューのロボットだとか、いろいろ

な分野があるんですが、特にその中でも、農業生産補助ロボットという部分が一つのキーワー

ドにもなっておりまして、当省でも当方で基礎的な研究をしてきました果菜類などのロボット

収穫技術、そういうものを取り上げて連携を図ろうとしているところでもございます。

そういう中で最後にⅣその他留意事項とございますが、いずれにしましてもこの課題の場合

は、これまで複数の手作業というものをロボットで代替化していきますから、そういう投資コ

ストの面を十分に見ていく必要があるだろうと考えております。それがまた、いちご生産自体

がかなり全体的に労働時間を要していますので、そういう意味では生産を経営全体的な面から

見ながら、また、その規模とも連動するところが多々ございまして、そういう視点のもとで考

えていく必要があるだろうということです。また別途、例えば、いちごの栽培技術だとか品種

の問題とか、諸々そういう研究とも連携しながらやっていく必要があるだろうと認識しており

ます。

イメージは次のページでございますが、導入の関係につきまして、一定の試算を続く４ペー

ジにまとめてございます。このいちごの収穫ロボット技術という面でいきますと、やはりそれ
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を適用しやすいといいますか、非常に効率的な導入が見込めます高設栽培、これが大体今、全

国で300ｈａ強ぐらいあるわけなんですけれども、その面積規模なり、あとは経営的な観点か

らすると、あと数％くらいは見込めるのではないのかなというふうに思うんですが、いずれに

しましても、ここで書いてあるような台数、そして価格帯ということを念頭に置きながら一定

のその試算はまずはしてみようということです。下の方に表がございます。ほかの課題もそう

なんですが、ベースになるのは一般的、平均的にはどれぐらいなんだろうかということで、慣

行値を置いてございます。ここでいちご栽培の場合、約30ａぐらいが現在での全国的な平均栽

。 。培面積でございます その中で労働時間も1,900時間というふうに多大に必要になっています

ちなみにお米といいますか、水稲でいけば、一般的には30時間ぐらいとか、効率的な方でいえ

ば20時間を割るぐらいの感じでございますが、いちごは非常に手間をかけなければいけない作

物でございます。収益性で、ここで経営費なり粗収益、所得、いわゆる全国平均値として置い

てございます。それで右側の方にいくつかパターンを置いています。１つは単純に同面積でロ

ボットを１台入れたらどうなんだろう、また、その右側になりますが、効率的な活用をしてい

く低めの規模とすると60ａぐらいでロボットを２台入れたらどうなるだろうかと。それとあと

は、これはほぼ参考的になりますが、今、かなり農業生産者の方と企業との連携という形で数

ｈａ規模の、３ｈａとか５ｈａとか、非常にレアケースではありますけれども、そういう企業

の工業生産的な大規模な施設もできていますので、そういうことをひとつ見てみると２ｈａ規

模で置いてみたという形でございます。

最初に、現行同様30ａということで置いてみますと、品質はほぼ同等ということを考えてい

きますが、作業効率性という面では、現在収穫時間で10ａ当たり約462時間かかりますので、

それが大体３分の１ぐらいに軽減するということです。そこの収穫作業の効率化という視点だ

けを反映させて見ていきますが、その下の収益性の方で見てまいります。先ほどの上の方の価

格帯でいきますと、単純に面積当たりの機械の導入、初期コストといいますか、イニシャルコ

ストとしては226万円ぐらいと。それで経営費で見たときに10ａ当たり274万円ぐらいというこ

とです。内訳はここで書いてございますが、例えば機械についての機械費というのが上がって

まいります。一方、収穫作業の方も家族労働だけではなくて雇用でかなり賄っていますので、

そういうところの雇用労働費が、ここでまさに一気に下がっていくということです。ただ同面

積でいきますと、やはり下の参考というところに書いてございますが、労働時間が縮減する部

分というのが、例えば10ａ当たり25万円ぐらいだとしますと、ロボットを運営するのもほぼ同

等ぐらいという形です。そういう意味で今の機械価格全体で見ますと、同等の経営レベルにな

るんですが、とりあえず機械のメンテナンスとかいろいろ掛かるでしょうし、そういうことは

上の方の収益性の経費の方では一定程度ぐらい掛け合わせまして見ています。そういう意味で
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上の方の表でいくと、経費自体は機械の方が高くなるという状況にございます。いずれにしま

しても、こういう30ａ規模でいきますと、雇用労働の１人分の代替ということは賄えると。た

だ所得の方は約１割ちょっと落ちると。別途ここで考慮されませんが、家族労働としては17万

円程度別に軽減されていくというような状況です。

次の60ａ規模ということで見たときに、作業効率性なり単収等々は置いております。収益性

ということで、29ａと60ａの違いですが、イニシャルコストはほぼ同等ということで、経営費

の方はこれはロボット１台30ａ規模の適応能力がございますので、機械費としては農機具費は

変わらないと。ただ一方、先ほどちょっと触れましたが、いちご生産の場合には、収穫以外に

もそのあとのパック詰め等調製、また最初の定植作業と、いろいろと労力を要する部分がござ

いますので、逆に若干面積が上がっていくに従って、そういう部分の雇用労働というのが別途

必要になってきて、雇用労賃の方が逆に一気に70万、68万という形で必要になってくるという

ことです。粗収益は比例的に上がっていくわけなんですが、所得としては一定割合の上昇率と

いう形になります。

例えば60ａでいきますと、雇用労働２人分の代替性がロボットにあるわけですけれども、経

営収支としては上記のような形になっていくということです。参考までに一番右側に規模拡大

という面でいきますと、雇用労働のロボット代替性というのはその延長線上でございます。36

人中８人削減という形になるわけですが、ただ雇用労働力としてはより一層必要になってくる

ということで、粗収益と所得の関係というのは先ほどの延長線上のとおりという形になってま

いります。こうして見ますと、一番上の四角の右側の方に留意点というのを、この課題につき

。 、 。ましては揚げさせていただいております １つは高設栽培面積は 近年上昇傾向にございます

そういった中で適応しやすい全国的な生産地もしくは農家の方の割合は増えてくるだろうとい

うふうに思っています。また、ロボット技術というのはかなり進展し続けてきていきます。価

格帯で600万円から700万円というふうにひとつ置いていますが、こういうロボットを収穫用に

つくっていきますと、原材料価格だけでも400万ぐらいかかってしまいます。そのほか組立工

賃等々、あとまたさらに営業販売の経費なんかは一般的な産業としてはかかってまいります。

そういう意味では、今のをすべて加味しますと800万円から900万円ぐらいになってしまうん

ですが、いずれにしましても原材料よりも一定程度価格割合が高いとすれば、現状ではここの

価格に100万ぐらいは最低かかるだろうと考えています。ただロボット技術の進展ということ

を考えれば、まさしくこれからの導入をさらに広げていこうということからすれば、低価格化

という方向には少なからず向くだろうと思っていますし、その方向に研究開発としてもかなり

配慮していくといいますか普及していくということで、実際の利用の割合というのも高まって

いくだろうと思っております。
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あとは総合的に考えてみますと、全作業の中の過半数というのは収穫と、パック詰め等の調

製作業ということで時間を要してしまいますので、調製作業というのをいろんな機械化といい

、 、 、 、ますか 自動化といいますか そういう部分もかなりこれから進んでまいりますと 規模的な

先ほどの雇用労働というような面から規模が拡大するに当たって一層増高してしまうというこ

とを避ける考え方にもつながっていくだろうと思っております。いずれにしましても、このよ

うな留意点を踏まえつつ、このいちご収穫ロボットの開発を考えていく必要があります。

次の課題でございますが、果樹用農薬飛散制御型防除機ということで、果樹用のスピードス

プレヤーの防除機、これが農薬のドリフトを下げていくということでございます。必要性にご

ざいますとおり、農産物の安全性を確保というのはもとより、いろいろ残留農薬等々を踏まえ

ました残留農薬等のポジティブリスト制というものが今後導入されてまいります。そういう農

産物の生産、そして流通を進めていく上で、農薬の飛散を下げていくのが非常に大事になって

おります。そういうことで右側の開発機の概要を見ていただきまして、最初の研究目標という

ことで、単純にドリフトをなくそうと思っても、どういうふうにしていくかというのがすごく

大事でございまして、農薬の散布の噴霧の方向なり、噴霧量なりを状況に応じて制御していく

と、そのような機能を持たせてドリフトを少しでも削減していく工夫が必要なのではないかと

思っております。

技術開発のポイントといたしまして、今のをちょっといくつかパーツに分けていきたいと思

うんですが、①でありますとおり、実際に果樹生産の裁植の状況に応じて、樹高なり裁植の状

況に即して必要な方向への防除、まさしく噴霧する散布量自体をまず減らしていくということ

が必要になってくると思います。②にございますが、散布の条件もいろいろ屋外での作業です

から非常に風の影響を受けやすいと。農薬のドリフトは風の問題でもあり、そういう状況下に

、 。 、応じて噴霧量なり また噴霧圧を変更して最適な防除の制御をしていくということです 一方

③でありますが、今度は農薬の散布する部分そのものの散布ノズルとかそういうところの工夫

、 。 、 、によって いろいろ付着度合いを保ちつつ飛散を下げていく 例えば 単純に言ってしまえば

噴霧の粒径みたいなものもある程度大きくしていくとドリフトもしにくくなる。これはイメー

ジしていただければ、霧が飛びやすいという感じのことを少しでも飛ばなくしていくようなこ

とにしていく。一方で単純性を追求していきますと、付着の性能みたいなものも出てきますか

ら防除効果がまったく出ないのでは意味がないということになりますから、その辺の部分が少

し実証的に大事になってくると思っております。先ほどの①から②にも当てはまりますが、諸

々そういう状況を把握するセンシング機能とかを持たせていく必要があるだろうということで

す。

次のページで、能力、性能等機械の特徴がございます。先ほどの技術開発のポイントで４つ
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ほど申しましたが、散布ノズルからあとは制御のところ全体を含めまして、農薬散布量自体の

総量を制御していくことで、農薬資材費の低減にも貢献していくと思います。あとは今回の機

械の関係では、別途スピードスプレヤーの場合は振動とかいろいろな諸問題もありますので、

その点も含めて農業生産現場の利用の観点から開発の工夫をしていく必要があるだろう、そう

いうところも性能として貢献していくのではないかというふうに思っております。

この内容につきましては別途図を見ていただいた方がわかりやすいと思うんですが、続くペ

ージをごらんになっていただきたいと思います。右側の現在を見ていただきますと、例えば事

前に風向の制御盤とかをつけて一定方向だけは噴霧しないと、そういうことはできるんですけ

れども、いずれにしましても全体的に一定圧で噴霧していくと、一般的には大体そんな形にな

っています。また、自然の風の影響も受けやすくなるという状況にございます。新たな方向と

しては左側にありますとおり、噴霧方向自体を制御していくことになり、あとは自然の風の状

況みたいなものも感知しながら、噴霧量、また噴霧圧もできるだけ簡易な形で制御していくと

いうことです。

これは一定の導入効果として見てみたのが次のページでございます。一枚めくっていただき

まして、導入効果試算例のページを見ていただきたいと思うんですが、農薬のドリフト問題は

もともと生産管理の現場の一つの喫緊の課題でもあるわけなんですけれども、そういう今現在

のスピードスプレヤーの普及面積から考えていけば、面積にせよ、台数にせよ、こういうとこ

ろではなかろうかと。ただ粗収益は一定ですが資材的には価格がかかってしまうだろうという

ふうには思っております。実際の生産現場を考えてみますと、農薬のドリフトを下げつつ、こ

れまでの経営自体はそこに影響を与えないということが何よりも望むところでございます。そ

ういう意味で、現在平均的1.8ｈａ規模という中で見たときに機械の導入コストとしては一定

割合上がってまいります。ただ経営費の観点で見ますと、農薬剤費がそもそも果樹の場合かな

りかかっておりますので、そういうところが大体平均的に２割前後落としていけるだろうと思

っていますので、削減幅の方が基本的には大きくなります。そう単純ではないと思いますが、

現行の所得水準という面から見れば、そこは確保できるのではないかなというふうに思ってお

ります。あとドリフトの問題では、裁植の状況なり経営の状況によっていろいろ工夫していか

、 。なければいけませんので そういうところの手間という面で少なからずともかかっていきます

そういうことは抜きにしましても、農薬等の資材費の低減ということの差し引きはできるので

はないかなと思っています。

続く課題が、１枚めくっていただきまして、高精度畑用中耕除草機ということで、簡単に言

えば大豆を中心とした中耕除草機ということです。大豆の本作化もかなり進んできているわけ

ですけれども、一つは、受託をいかにこなしていくかという問題もありますし、一方でかなり



- 12 -

湿潤な土壌条件下ということにもなりやすい状況です。そういう意味で現在の機械でいきます

と、なかなかそういう湿潤な土壌条件下で作業しにくいと。要するに、適期の作業がしにくい

ようなことがよくございます。これ自体は実際に大豆の品質にも影響しますし、またそのあと

余分な防除等々が伴ってきてしまうということにもなります。このため、そこを解決できるよ

うな高精度な、なおかつ能力的に多くこなせるような除草機というものが必要になっていくと

考えております。

右側の開発機の概要ということで （１）研究目標と書いてありますが、湿潤な土壌条件下、

というところでの高精度、かつ高速での作業ができる中耕除草及び培土の作業ができるという

ようなことです。技術開発のポイントといたしまして、１つはそういう土壌条件下においても

適期の作業をできる限り逃さないといいますか、培土時の大きな土塊を発生しないよう株元ま

での培土がよくできると、要するに覆土能力をかなり高めて中耕除草できるということです。

一方、従来式のものよりも、より能率性が高いというものが必要なのではないだろうかとい

うことです。これは次のページを見ていただきまして （４）作業体系上の位置づけというこ、

とで、①のところで先ほど申しました適期作業の実現性を有すると、あと、作業精度が高まる

ことによって別途の除草作業を必要としないといいますか、そういう除草効果が高まる。それ

は裏を返せば防除の労力、農薬使用の低減にもつながっていくということです。また②にござ

いますが、作業能率的な面でいきますと、先ほどの覆土以外で速度的にも1.5倍と、作業面積

の増大ということにもつながっていくだろうと。③でありますが、従来ですとトラクターに牽

引するときにトラクターの方から動力をとりまして、実際の除草の中耕培土の作業の方に使わ

れていくわけですが、開発機はその動力が不要になっていくということで、いわゆる燃料消費

の面にも貢献していくということです。これは続くページを見ていただきまして、絵の方をご

らんになっていただきたいと思います。右側がいわゆるロータリーカルチベータというロータ

リー式の従来機で、左側の方は、左下を見ていただきまして、これまでロータリー形式だった

ものをディスク形式、皿の円盤みたいな形のものにしまして、それを２列配列いたしまして、

前方に進んでいく力といいますか、推進力によってそのディスクを自回転させていくというこ

とでトラクターからの動力を要しないということです。これ自体で覆土能力も非常に高く確保

できるということです。単純に言ってしまえば構造的にもかなりシンプルになるということな

んですが、そんなようなイメージを持っております。

続くページを見ていただきまして、新技術性、その主要能力といたしましては先ほど申した

とおりなんですが、実際に北海道の場合は湿潤土壌条件下になりにくいので、かなり高速の除

草機でそもそも使えるんですが、都府県内でいきますとなかなか難しいということで、都府県

内の、例えば大豆を作られている中での３ｈａ規模ぐらい。それがこの機種の場合に実際に適
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正な導入を考えていこうとする時の下限的な面積ではなかろうかと思います。経営内容によっ

てはいろいろカバーできますので、変動しますが、作付面積の約半分ぐらいというものを目標

。 。として描こうかと思っています そのような面積で計算するとこのような台数になっていくと

あと、価格というものは最終的には決まってきますけれども、ただ、構造上考えると現状より

も安いものができていくのではないかと思っているところです。

左下の表に慣行値を表示していますが、大体３ｈａ以上層の平均栽培面積が６～７ｈａなの

でその中で見たときに、作業効率性という面で中耕除草の時間、これが半分近くなっていくだ

ろうということです。あとは単収的な面でいきますと、品質的にもいい方向にいくと思ってお

ります。収益性の面からいきますと、機械導入のイニシャルコストが、同面積でも先ほどの価

格の低下により下がります。さらにスケールメリットによって若干ずつ下がっていくというこ

とです。費用合計で見たときに、機械の償却費なり、先ほどの防除の薬剤費なり、また、除草

の労働力、そういうところも下がっていくということで、費用合計としてはここに書いてある

ような額になります。あと所得につきましては、ある程度面積的な値に応じて伸びていくとい

う形になります。

、 。最後の課題が要素技術課題という形になりますが てん菜の高精度直播技術ということです

最初に図の方をごらんになっていただきたいと思うんですが、３ページ目、２枚めくっていた

だきまして、絵の部分でございます。てん菜の直播技術という面でいきますと、例えば右側の

方が慣行栽培ということで、昭和４０～５０年代は直播という形が基本でしたけれども、今は

もう100％近く移植栽培になっています。水稲を例にとれば同様かもしれませんが、移植の場

合はそのあとの成長が非常にいいということで、ある程度の能力が確保できるのであれば、移

植栽培の方が結果的に収益性が非常に高いというのが現実でございます。これが左側の方の新

しいもので考えますと、直播する部分自体の問題がありますので、そこの性能をいかに高めら

れるか、後ほど内容については説明しますが、そういう部分が非常にコアといいますか、大事

になっています。それ以外の機械の部分については従前の播種機なり、いろんなパーツを使い

ますので、要素的な技術という形で課題を考えるということです。

２枚戻っていただきまして、先ほどの開発の必要性のところから少し触れたいと思います。

必要性というところでいきますと、ご案内のとおり、北海道の畑作という形になりますが、そ

の中でいわゆる輪作体系が行われています。バレイショなり、またてん菜、そして大豆とか小

豆の豆類、あと小麦等の麦類、それ以外にもあとは水稲とか野菜の組み入れ等々いろんなパタ

ーンがあるわけです。そういう輪作体系の中で、基本的に労働力不足というのは問題となって

きております。地域の差はありますが、ただ将来的にはこの10年を見ても、北海道内のいわゆ

る平均的な規模面積につきましても1.4倍ぐらいは増えないと地域農業経営としては成り立た
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なくなるのではないかという状況がございます。

そういう意味で先ほどの移植栽培といったときに、やはり面積的な限界というものが北海道

の大規模経営においてもございまして、できる限り直播という栽培技術の導入が不可欠になっ

ていると。ただし北海道は、平常で風も厳しく遅い霜も発生しやすいので、早い段階からのて

ん菜の直播の場合は最初の苗立ちとか、そういうところに非常に影響を与えるということで、

これまでの直播栽培も直播専用の機械ではなく大豆とか諸々の汎用的に使える総合播種機とい

うものを何らか工夫して使用しているわけなんですが、そこの直播技術として精度が高く苗立

ちを確保できると、播種の深さとか、鎮圧の部分とか諸々いろいろな工夫によって直播機とい

うものを構築していかなければならないということでございます。

そういうことが右側の開発機の概要にも揚げているんですが、てん菜種子の出芽率の高い高

、 、 、 、 、精度な播種とか 特に下のポイントにありますとおり 播種深さだけではなくて 覆土 鎮圧

いろいろ総合的に工夫していく必要があるだろうということです。そういうことで続くページ

の（４）作業体系上の位置づけ等（導入効果）とございますが、既存の直播機よりも当然なが

ら精度が高い播種ということで、播種量だけでなくて、複数粒播いたあとの間引き作業とかも

ろもろ余分に必要になってくるような作業がなくなるだろうと。トータルの労働時間という面

からすると、非常に縮減が図れるんじゃないだろうかということです。

次に経営資産的なところを例えば見ていただきますと、２枚めくっていただきまして、表の

ところになります。これは要素技術ですから例えば一定の技術が確立して、あとは民間レベル

で技術が活用されていくようなことも充分にあると思いますので、そういうことを前提にする

と、こういう30ｈａという導入面積、台数というところにつながっていくだろうと。コスト的

にも、移植機械に比べて価格は下がっていくだろうと思っております。

そういう前提のもとで、現行では約６ｈａが平均的な移植栽培面積で、育苗、播種、定植の

作業で約６～７時間ほどかかっているわけなんですが、そういうところが１～２時間ですむだ

ろうということです。全作業で見ましても労働時間としては削減が可能であろうと。ただ、問

題となるのは、その下の単収というところがございますが、いわゆる最終の苗立ちがいかに確

保できるかによって単収が変動します。今の北海道の優良農家の方が播種して注意深く直播を

された場合でも移植栽培に比べて大体90％前後ぐらいの単収になります。それが非常にラフに

つくっていこうとすると、すぐに６割、７割の単収になってしまうということです。そういう

意味で、現行の優良事例みたいな９割程度の少なくとも単収が確保できるようなところを目指

していこうと思っています。収益性の面からいきますと、先ほどの労働時間のところが大きく

影響してきますが、育苗作業がなくなっていきますので、コストは大きく下がるということが

ございます。一方、費用合計におきましても、農機具費と労働費がかなり下がってまいります
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ので、単収の低減分を考慮しても、所得がトータルとしてこういう形で伸びていくだろうと考

えております。

以上、４機種についてはこのような内容で考えているところでございます。それと前回の１

回目の部会でご意見がありました課題化検討に当たって関係する事項といたしまして、若干他

の資料を用意していますので、簡単にご説明させていただきたいと思います。

資料６と資料７をごらんになっていただきたいと思います。資料６の方は課題化を検討する

に当たり、バイオ燃料、ＢＤＦというバイオディーゼル燃料になりますが、そういうものが農

業機械でもより利用できるようになっていった方がいいという高山委員のご意見をいただいて

おります。当方といたしましては、上の方で書いてございますが、まさしくＢＤＦの利用とい

うものが社会全体を通じて地球温暖化対策なり、諸々の面で非常に大事になっているというふ

うに思っています。ただ一方で、ＢＤＦが利用できる環境というものがいわゆる技術的な面、

機械そのものという面、いろいろ課題があるかと思います。そういう意味では、この基本方針

の中に位置づけ、機械を開発する形はなじまないかなと思っていまして、ただ一方、重要性か

ら鑑みればいろんな問題解決をしていくような基礎的な研究をもっとしっかり固めていく必要

があるのではないだろうかと思っています。

左下の方に現状と課題とございます。装置そのものもそうですし、環境に与えるいい面、ま

た逆に悪い面もあるかもしれないと。あとは実際にＢＤＦを利用していくためにはいろいろな

普及上の問題点があるだろうと。そういうことを認識した上で取り組む必要があると。全体の

流れといたしまして、右側の方に今後の方向として、１つはＢＤＦという形で、農作物、例え

ば菜種とか大豆とか、日本だと菜種をベースにする場合が多いんですが、そこから直接ＢＤＦ

を作る、もしくは多いのは実際に地域の食用油として使って廃食用油をＢＤＦ化していくとい

う形になります。ただし、品質のばらつきとか技術的な問題が出てまいります。ということで

今、政府内では経済産業省の方でＢＤＦの規格化を検討しておりまして、ここ１～２年の間に

はまとまるのではないかという感触を伺っております。

あとはＢＤＦの製造技術みたいなものもより広い地域でのプラント技術の開発とかいろいろ

な製造技術も進歩していくだろうと。あと一番下になりますが、地域での取組みの増加と、バ

イオマスタウン構想ということで、国が市町村単位での積極的な地域資源循環を目指す構想を

持たれていて、また実現していこうという市が増えてきております。菜の花プロジェクトとい

うのはご案内のとおり非常に活発で、もう３桁のレベルで実施地域があるような状況でして、

そういう意味では、このＢＤＦの利用というものを、何らか農業生産現場での利用という面か

らアプローチしていく必要があるだろうと思っています。ということで、真ん中にございます

が、基礎的な研究課題として、いわゆる実際利用者の影響の問題とか装置への影響、あとは現
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実化していくためにはまさしく機械として流通していくような産業面に実際に反映していかな

ければなりませんので、そういうことの具体的な連携というのが何より大事になってきます。

このための研究をしっかり来年度以降本格的に実施していきたいと考えております。２枚目、

３枚目の方は国内全体、あとは海外でも取組みが進んできておりますので、ご参考までにつけ

てございます。

資料７の方は実際の基本方針での開発課題というのは最終製品としての流通がございますの

、 、 、 、で 民間との共同研究というのがメインになってくるわけですが ただ一方 大学との連携と

こういう産・学・官全体での連携というものがそもそも重要ですし、この事業の中での関係と

いうものを若干ご紹介しておきたいと思っております。これは右側の表の方に書いてございま

すが、これまでの研究課題においても特に大学の方で非常に優れている面、先端的な技術開発

なり、かなり精度の高い実証、そして分析という面で非常に大学との連携の効果をいただいて

おります。

このようなことを進め、これまでの開発機の開発を進めてきているわけですが、ただ産・官

・学連携というのはより一層進めていくことが重要ですし、ただ一方で、今後の高性能農業機

械の開発という面から、いかに連携できる場をより見えやすくしていくかというか、設けてい

くかという視点での工夫はより大事な点だろうと認識しておりますので、研究の推進過程でも

考慮していきたいと考えております。

大体、以上が今回の新しい新規開発課題、また関連する事項についての考え方をご説明させ

ていただきました。

以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○笹尾部会長代理 ただ今、原課長補佐に説明していただきました。かなり多くの内容説明で

ございましたが、最初の方に説明していただいております高性能農業機械の開発改良に係る新

規課題につきましては、先月８月５日に基本方針部会小委員会におきまして既に検討されてお

ります。その結果につきまして、本日お越しいただいております瀧川専門委員の方から引き続

きご説明をお願いしたいと思います。

○瀧川専門委員 それでは、基本方針部会小委員会の検討結果についてご報告させていただき

ます。

資料４の方に基本方針部会小委員会での意見の要旨をとりまとめておりますので、ご参照く

ださい。８月５日に基本方針部会の小委員会が開催されました。新たに試験研究の対象として

追加する高性能農業機械について事務局から案が提示され、その内容について専門的見地から

検討を行いました。その際に種々のご意見がありましたので、意見要旨をご報告いたします。

最初に、いちご収穫ロボットについてでございますが、収穫・調製時間が全体の６割も占め
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、 。ているという現状から ロボットによる一層の省力化は必要であるというご意見がありました

また、普及を高めるには低価格化にも努め、また土耕栽培での応用性に期待するということで

した。

果樹用農薬飛散制御型防除機に関しましては、ドリフト低減とともに騒音の低減にも考慮し

てほしい、栽植条件や品種育成も含めた検討が必要、ポジティブリスト化に対応できるよう可

能な限り早期の実用化を図る必要があるということが指摘されました。

てん菜の高精度直播技術に関しては、風害や霜害などの実態を踏まえて、砕土や鎮圧の観点

、 。も重要である 品種や栽培方法に関する研究の連携が重要であるというご意見がございました

共通事項といたしましては、作業の安全性や作業負担の軽減に考慮することなどの意見が出

されました。

以上のとおり、小委員会での意見を踏まえていただくこととし、基本的には我が国の食料、

農業、農村をめぐる状況から今後の開発機種としてこの事務局案は妥当であると判断したとこ

ろでございます。今後の検討の参考にしていただきたいというふうに考えております。

以上、ご報告いたします。

○笹尾部会長代理 どうもありがとうございます。

、 、それでは 先ほどの原課長補佐の説明並びに今いただきました小委員会の説明を含めまして

高性能農業機械の試験研究、実用化の促進及び導入に関する基本方針の一部改正について、何

かご質問等ございましたら、お願いしたいと思います。

○小田林委員 いちご収穫ロボットですけれども、夜間に無人で稼動していいというようなこ

とでうたっているようですけれども、夜間、要するに全然人の手をかりずに夜間無人で収穫作

業を行うような形での想定なんでしょうか。

○笹尾部会長代理 原課長補佐の方から。

○原課長補佐 一応、経営実態によってはここは変動するとは思うんですが、基本的には夜間

から始まることを前提に考えていた方がまずはいいだろうというふうに思っています。ただ、

、 。生産技術として夜間でも 協働作業でも多分かなり問題も抱えているだろうと思っております

人がいない中での作業になりますので、何かトラブルがあったときにどうするかとか、また、

ある程度朝方になってくると、人との協働作業にもなってくると思いますので、小委員会でも

労働安全の委員の方といろいろご意見を交わしたんですが、やはりそういう場面での協働作業

の安全性を含めて考えていく必要があると思っております。

○小田林委員 要するに夜間作業にしろ、明るくなってからの作業にしろ、収穫したいちごの

果実自体、それをどのようにどこへ乗せて、それをどのように運搬するか、それもものすごく

重要なところになってくると思うんですよね。その場合に、人がいなくて十分に可能なところ
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に搬出できるような体制がとれるのかどうか、その辺についてもちょっと疑問だと思うんです

、 、 、 、けれども 疑問というか その辺のところもよく考えて開発しないと 作ったはいいけれども

実用化にほど遠いというような形になってしまうのではないかなという気がするんですけれど

も。

○笹尾部会長代理 多分技術開発のポイントというところでやってこられた選別あるいは画像

処理による果実の選別、そういう面、いわゆる機械の能力とかも含めてそれらもどういうふう

に考えているかということだと思います。いかがでしょうか。

○オブザーバー・安食園芸工学研究部長 まず収容の話でございますけれども、労働的には一

応収容装置といいますか、コンテナなどの機能をいくつか乗せまして、そこに順番に収容して

いきたいと思っています。小田林委員がご心配いただいているのは、そのまま気温が上がって

品質に悪影響等及ぼさないかということだろうと思います。それにつきましては、いきなり保

、 。冷庫に入れるというのも一番有効な方法だと思いますけれども なかなかそこは難しかろうと

とりあえずは、例えばちょっとした冷却材をポリパックとか何かの下の方に入れておいて、気

温の上昇を防ぐとかそんな形で代用するのが現実的かなということ。ただ将来的には自動的に

保冷庫か何かに運ぶようなことも考えていかなくてはいけないだろうと思っています。それか

ら夜間作業のことでございますけれども、私どもではセンサーといいますか、それがお昼だと

日が照ったり曇ったりしますので、むしろ夜真っ暗な方がロボットには都合がいいと、夜作業

することを想定しています。途中で壊れたらどうするんだというのが当然出てきます。そうい

う場合には前もって警報を出して農家の方に知らせるとか、そんな時には、ちょっと早めに起

きていただくということかなと思っています。この辺のことはちょっと話が飛んで恐縮なんで

すが、昔の乾燥機なんかそうだったのかなと思います。ベルトが切れて、乾燥機の中に入れた

米がだめになってしまうというのがよくあったと思いますけれども、それもいろいろな技術開

発があって改良があって、今だったらボタン１個押せば農家の方が安心して寝て待っていられ

る、そんなようなことで今日のロボットのことにつきましても、最初はやっぱりいろいろなト

ラブルがあって農家の方にもご迷惑がかかるかなと思いますけれども、そういったことを踏ま

えていいものになっていって、安心して寝ていて、起きたときにはいちごの収穫が終わってい

るというふうな機械になっていくものと私は考えております。

○笹尾部会長代理 ほかにご質問あるいはご意見を。

○尾野村委員 導入効果の試算例というのを出していただきまして、本当に私のような素人の

者にとってはわかりやすくて、こういう目標なんだということで、ありがとうございます。こ

ういった数字については、恐らく開発したあと、こういうふうに出した数字が実際にやってみ

るとどうなのかということで皆さんが検証できるでしょうし、また我々のような素人が本当に
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、 、政策的に有効な予算 政策となっているのかどうかということを国民にも説得できるというか

説明できるということで、非常にありがたいことだと思います。それで、質問なんですが、果

樹用の農薬試算で防除機に関してですが、ここに粗収益として612万円、1.75ｈａで書かれて

いるんですが、これは果樹の平均なんでしょうか、それともりんごとかミカンとか、何か具体

的な果樹を想定してのことなんでしょうか。

○原課長補佐 ここはりんごで設定しています。りんごの生産農家の方の平均値として面積、

時間、単収、慣行機種の方の収益性、それを代替しております。少し補足しますと、りんごと

いうのは普通樹と、今、多くなっているわい化栽培とございますが、普通樹は非常に防除の制

御が難しい状況です。まずは増え続けて一般的になってきているわい化栽培の方を基本におい

てまずやっていくのかなというように思っております。

。 。○笹尾部会長代理 どうもありがとうございます ほかにご質問あるいはご意見いただければ

あとの追加説明といいますか、資料６につきましてもご質問いただけると思いますが。

、 、○納口委員 いちご収穫ロボットの導入効果試算の話なんですが やはりこれだけを見ると私

経営が専門なんで、ちょっとどうしてもそこに目がいくんですが、なかなか規模拡大効果があ

るわけでもないし、というのは60ａ、あるいは2.1ｈａの場合はもうこのロボットでは足りな

い部分を雇用を入れておりますので、なかなかそういうふうにも言えないと。それから顕著な

品質の向上が望めたり、あるいは労働時間の短縮が望めたりということでもないと思うんです

けれども、ですからここだけで評価するのはなかなか難しいと思うんですが、ただ前回もご発

言がありましたように、やはりその他の波及効果のところで、いちごの収穫ロボットを開発す

るという技術開発が他の果菜類への活用も期待されると。つまり技術開発の効果がかなり大き

いということを含めて、この開発技術が妥当であるかどうかということを判断するべきである

と、そういうふうに理解してよろしいでしょうか。

○原課長補佐 最初の経営的な面はここで留意点に書いてあるとおり、経営的な面からかなり

の難しさを実感しております。１つは、協働作業という方向は将来的には絶対そうだろうとい

うふうには現実的には思ってはいるんですが、あとはコストのレベルとしてどこまでなんだろ

うと。品質面の確保というものは当然としながらも、別途、実際どの部分で収穫したかなどい

ろいろな作業情報の集積とか、そういうことにも別途つながるとは思うんですが、ただそれで

品質がよくなるとかそういうことにはつながらないでしょうから、あとは根本的にはコスト、

経営費の問題だというふうに思っています。その工夫というものをいろいろなことからしてい

くことがまず何よりも大事だと思っていますし、先ほどのおっしゃられたような、ほかの果菜

類への応用とか重要と思います。なぜいちごかというと、まず難しいところからやろうと、新

技術のブレークスルーと収益性という面を念頭に置きながら、あとは先ほどのいちごの土耕栽
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培なり、さらに適応の幅が広げられるようなことをしながらやっていくことが何よりも大事だ

なと思っていますので、そういう方向で考えていきたいと思っています。

○笹尾部会長代理 どうもありがとうございます。

ただ今、会長の瀬尾先生がお見えになりましたが、ここの質疑応答とそれに対する諮問のこ

、 、 。とにつきましては 私の方で続けてやらせていただいて そのあと会長に譲りたいと思います

ほかにご質問がございますか。

○大立目委員 ただ今のいちごの収穫ロボットですが、いま小田林委員から調製作業といいま

すか、収穫だけでなくて、説明にもあったように収穫で460時間ぐらい、10ａ当たりかかって

いると。収穫して、箱にロボットが入れるときに、規格単位というか、ＬＬとか、Ｌとか、果

実の色とか、仕分けしてある程度コンテナに入れられれば、調製作業自体が今度人手がぐっと

減ってきてという、そこのところをカウントされていない側面もあるのかなという、そこの部

分にかなり雇用している部分もあるので、ここに書いている以上にその辺の技術と関連してし

っかり確立できれば期待はもっと高まるんじゃないかという気がしておりまして、多分そうい

う果実の大きさとか、色とか、着色度合いとかでの仕分けというので、かなりそこで合理化で

きるようすというのも、せっかくですから少し組み込んでいただければなおよろしいのではな

いかという気がします。

○笹尾部会長代理 今、ここで多分考えておられるのは、収穫したあと、別個選果と選別をさ

れるような形だと思いますけれども、今、ご意見のように、収穫の時点でできるものなら、あ

る大中小の区別ですか、色の具合等含めてできるようにしたらというご意見でございます。こ

れからの精密農業等にもかかわってくるかと思います。技術的に可能であればぜひ進めてほし

いなと私の方も思います。

何かご意見ございませんか。

○小田林委員 この試算例の数字的なもの、それのベースになっているのはどういうところか

らこれはとったものでしょうか。いわゆる全体的なほかの機種も含めてですね、ちょっとその

辺のところを教えてください。

○原課長補佐 基本的には慣行（統計値）と置いていますが、先ほどちょっとスピードスプレ

ヤーの果樹の話がありましたが、あれはりんごの全国平均値ということでございます。いちご

の方は野菜の統計のいちごの平均値でございます。ただ、いちごの統計というのは、全国のい

ちご生産の全部というよりは主産地をピックアップした平均値だと思いますけれども、そこを

ベースに慣行値を置いていると。大豆は先ほど申したとおり、本州での３ｈａ以上の規模をベ

ースに置いていると。あと、てん菜の方はこれは場所が限られますが、道内での現在の６万6,

000ｈａぐらいのてん菜栽培面積をベースに考えております。あとは利用規模とか、価格をベ
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ースにイニシャルコストと、それを面積当たりにした場合の農機具費、これが統計値がもとも

と一定の償却費プラス修繕費とか、機械でいけばですね、そういうものをベースにしています

から、その延長線上でそれぐらい面積が拡大する、もしくは価格が下がることによってどれだ

け機械費が減るかというふうに考えています。ただ農機具費でも、例えば３つの機械で100の

コストがかかるとすれば、その中の３分の１の割合で対象機が当てはまるものだとすると、そ

れがどこまで減るかと、そういうふうに精緻に試算しています。ただ、規模が拡大することに

よってほかのいろいろな除草作業とか、諸々の関連作業とかそういうのも効率化するはずです

が、分かりやすさから、それは加味しないというふうにしています。いちごの収穫では、10ａ

当たり1,900時間かかっていますので、例えば30ａが基本となれば、家族労働だけで、家族労

働とか雇用で１人賄えるという形ですけれども、そこでの家族労働でさらに収穫に要している

時間が雇用労働でほかの管理作業としてどういうことが考えられるだろうかと、そういうこと

は考えてそれぞれ計算しています。大体考えていくと、ものによっては環境の観点等いろいろ

ありますので、例えば農薬の防除の費用が下がるみたいなこともいくつか書いています。そう

いうのは実際の大豆の中耕除草の作業であれば、これぐらいの一般的には追加の除草作業の回

数が半減するだろうと。そういうことで、実際にかかっている農薬の費用自体が何割落ちるだ

ろうか、そのような形で割合計算しています。

○笹尾部会長代理 ほかにございませんか。

○津賀委員 てん菜の高精度直播技術の関連ですけれども、ご存じのように本来根菜類、てん

菜は直播技術がほとんどです。海外のてん菜の場合でもほとんど直播ということです。日本だ

。 、けがユニークにも移植方法を取っているということであります 作業が確立しているんですが

前回もちょっとお話があったかとも思うんですけれども、小委員会からのご意見にもありまし

たように、生育の早い種子の適応性などの品種とか、栽培方法の関連する研究と連動してやっ

ていくべきだと書いてあるんですが、このあたりも関連情報とか、それから我が国でてん菜が

、 。直播栽培の技術の進展する見通しのようなものがございましたら ご紹介願いたいと思います

○原課長補佐 てん菜が先ほど申したとおり６万6,000ｈａぐらい道内で輪作の中で作られて

いまして、今後の現場を考えるときに、北海道の労働力の推移で見ると、道東の方の平均で、

経営規模が30ｈａ前後と、これが10年ちょっとぐらい前までは20ｈａぐらいだったんですが、

それなりにかなり拡大してきています。これが10年後になりますと、先ほどの1.4倍というこ

とになりますので、40ｈａ近くこなさないとなかなか大変になってくると。そういうところで

今のてん菜の直播は先ほどお話ししましたように、今は大体97％ぐらいが移植です。残り３％

ぐらいが直播として徐々に増えてきている状況です。これは北海道の産地構成を見ると、畑作

産地の道東ではなくて、西の方のところを中心にてん菜の直播が20％近くまできています。こ
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、 、れはほかに野菜とかの生産もしていますので トータルの経営面積は道東よりも狭いのですが

ただ労働時間をかなり要しているということで、春先の忙しい時ではてん菜であれば直播を導

入しようということで増えてきています。ただ一方、畑作産地の道東の方の労働力不足という

のは今後一層顕著になっていきますので、そこでの直播技術の広がりをいかに確保するかが課

。 、 、 、題です 今のところ 先ほど冒頭のあいさつでもございましたが 食料・農業・農村基本計画

これは品目ごとにこの10年間に目指していくべき生産努力目標を面積としても出しているんで

すが、てん菜では、10年間にいろいろな技術開発、機械・装置の開発や品種の開発、栽培技術

の確立、そういうことを総合的にもっと固めていって、３割以上の直播のシェアを実現してい

こうという努力目標を揚げています。そういう目標値としてのレベルであり、同時期に定めた

農林水産研究基本計画の中で、機械の研究計画もそういうところにも入れているんですが、別

途品種や栽培技術の改良も課されております。ただそういう意味では、専ら品種や栽培技術を

中心とした独立行政法人の方との連携、そこの実施が絶対伴ってきますので、一緒にやってい

くことが大事だというふうに思っています。そういう研究推進手法をとっていくことが何より

も大事だと思っています。

○笹尾部会長代理 どうもありがとうございます。

○佛田委員 少し総合的な視点から意見を述べたいと思うんですが、近年こういう高度な電子

技術なり機械技術を利用した機械というのは非常に進歩が早くなっている。それで、例えば昨

日でしたか、私のところにＤＭが来ましたけれども、気象ロボットで40万円ぐらいです。それ

は気象庁の認定ではない機種だと思うんですが、それがバッテリーを積んで電波で情報を送る

ようなことがかなり安い値段でできるようになったり、それから今年私のところで導入しまし

たけれども、お米のもみすり調製時に色彩選別機というのが出たんですけれども、これが１時

間に大体2.4ｔぐらい処理できるものです。60チャンネルですと大体今までは1,800万円とか、

それはガラス選別とかもできる機械なんですけれども、500万ぐらいで今、買えるようになっ

たわけです。それも第１世代の色彩選別機というのは各チャンネルごとに色彩選別のセンサー

がついていたものが、高性能ＣＣＤで60チャンネル同時に全部見て、本当にごくわずかの影ま

でとらえてはじき出すというものがここ２、３年ですか、非常に進んできていると思うんです

ね。今回いちごの収穫ロボットなり、スプレヤーとてん菜の播種のことなんですけれども、そ

れぞれ専門家の方が開発されていることですから、かなり農業機械の技術を集積してやられて

いると思うんですけれども、まず一般産業界で利用されている汎用的なものをどう取り込むか

ということが非常に重要になっていると思うんです。それはなぜかというと、この技術のこの

収支のモデルの計算の部分だけをとらえれば、この機械でペイするかしないかということなん

、 、ですけれども 経営にとってはマネージメント全体でまずは収支はちょっと甘いんだけれども
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経営の中に先ほどの労働を軽減できるようなインパクトをどう与えるかというところから導入

が始まると私は思っているんですね。

昔、昭和40年代の前半にうちの近所で田植機を買った人がいましたけれども、欠陥だらけな

んですけれども、そこは大地主で田植機がないと人を何人も雇わなければならないという現実

の中で、非常に当時としては精度が問題だったんですけれども、そういうことがきっかけで田

植機というのはどんどん普及されてきた。ですから、いちごの機械を例にとれば、そういうイ

ンパクトをどう与えられるかということが一番の問題ではないかなと思うんですね。そうする

と、こういう指標の組み立ての中に必要なのは何かというと、やっぱり実態の経営の中にどう

評価されるかというシミュレーションを表現としてどう使っていくか。ということは、例えば

いちごをつくっている農家の方にこういう場所に来ていただいて、機械がまだできていないわ

けですから、具体的にこの機械がいいとか悪いとかという議論ではなくて、そういうようなお

話を聞きながら実態経営の中において、どういう評価がされるのかということですね。精査し

ていくと、同じやるにしてもいいものが早くできるというふうに私は思います。やはりそうい

うような経営の視点からどう考えるかということが重要ではないかなと思います。

それから、あとの方のバイオエネルギー関連なんですけれども、これも最近家庭用に高ジェ

ネが結構販売されていますよね。ああいうものが、ある人がゴールデンウィーク前に言ってい

ましたけれども、輸出向けに日本ではつくっているが、なかなかそれが日本では使えないです

ねという話がありました。農業の現場でもバイオガスをつくり出すようなことをやっていらっ

しゃる農家の方はどんどん増えていますし、何かこれもバイオガスの利用というのは、それで

収支が合うかといえば、それはかなり技術を高度化しないと収支はきっと合わないんでしょう

けれども、これもやっぱり社会に与えるインパクトがどれだけ強いかということで、徐々に普

及が始まっていくのではないかなと私は思いますので、何かそういう実態のモデルをおやりに

なっている方とか、そういう方々から今後お話を聞くなり、そういう資料を集めて少し精査し

ていくと、この取組みがより完成度の高いものになるのではないかと思っています。

○笹尾部会長代理 どうもありがとうございます。いろいろ貴重なご意見いただきました。小

委員会の方でのご意見とか、ここでいただいたただ今のご意見等、今後考えていただきたいと

思うんですが、本日の議題でございます高性能農業機械等の試験研究、実用化の促進及び導入

に関する基本方針の一部改正、資料２に主な変更内容が書いておりますけれども、これにつき

まして、諮問のとおりしてよろしいかどうか、委員の方々にお諮りしたいと思います。

諮問につきましてはよろしいでしょうか。

○笹尾委員 どうもありがとうございます。それではご賛同いただきましたので、諮問どおり

としたいと思いますが、本日いただいたご意見等につきましては、ぜひとも大いに役に立てて
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いただきたいというふうに思います。

それでは、本日のただ今ご承認いただいたという形で答申することにしたいと思います。

あと、事務局の方はいいですか、この件につきましては。

○川本技術対策室長 どうもご審議ありがとうございました。いろいろなご意見いただきまし

て、今、笹尾部会長代理からお話がありましたように、我々としては今回の答申をもとに基本

方針を定めて10月以降に告示するということにしているわけですが、具体的な機械の開発に当

たっては今いただきましたご意見を念頭に置きながら進めてまいりたいと思います。特に、い

ちご収穫ロボットについては、実際に開発導入していく上で課題が非常に大きいかというふう

に認識しております。ただ一方で、こういった技術開発が進まないと将来的な展望というもの

もなかなか描けないんではないかとも思います。先ほど佛田委員の方から総合的なお話という

ことで、そういったものの重要性も言っていただきましたが、まさしくそういったものがきち

っと現場に移行して、それが次の技術開発にもつながる、そういった形にぜひともしていきた

いと。そのために、また後ほど実際この技術開発を進めていく上で、これまで以上に経営で使

われている農家の方々に早い段階で利用していただき、ご意見もいただくような仕組みにして

いきたいと思っております。その点についてはまた後ほど説明させていただきますが、いずれ

にしましても、今日いただいたご意見を踏まえて、機械の開発とその実用化がスムーズに、現

場にとって役に立つようなものになるように努力していきたいと思います。ありがとうござい

ました。

○笹尾部会長代理 それでは、議事の進行を会長の瀬尾先生にかわりたいと思います。

議事２．その他

○瀬尾部会長 笹尾先生、どうもありがとうございます。遅れまして大変申しわけございませ

んでした。時間がございませんので、早速ですが、議題２、その他の事項について事務局の方

から資料の説明をお願いしたいと思います。

○原課長補佐 お手元の方の資料で、資料８の横紙の方をごらんになっていただきたいと思い

ます。先ほど今回の新しい機種設定に際していろいろなご意見をいただいているところでござ

いますが、まさしくそういういろいろな工夫と進め方は何よりも大事だというふうに思ってい

ます。基本的には技術は進歩し続けますし、なおかつ開発の進め方というのは常に不断の改善

努力が必要なんだろうというふうに思っています。そういう意味で特に大事な点からすれば、

いかに現場のニーズ、現場の経営改革、そこに活用できるようなものを作り供給していくかと

いうところが当然ながら最重要なポイントでございますので、そういうものをいかに確保して

いくかということに向けて、開発の推進手法の充実を図っていきたいと思っています。
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表の１枚目の上の方の部分と下の方のフローというか、そこをあわせて見ていただきたいと

思うんですが、農業機械の研究開発の枠組みをスタートさせてきている中で、もともとはこう

いう機種があった方がいいなということを念頭に進められてきているところがございます。そ

の一方で、現場のニーズへの適応性をいかに高めていくかという工夫をひとつしているわけで

ございまして、ただそういうところの工夫というのが、もっといろいろなやり方があるのでは

ないだろうかと思っているところでございます。従来の取組みということで、開発する際のコ

ンセプト、いわゆる設計段階の話なり、あとはほぼ最終に近い実用モデルでの現地での実証を

する、そういうようなことを開発の過程で工夫をしてきております。それを、さらに開発のも

っと早い段階からいろいろ現場の声を聞いていくというふうに思っておりまして、続く２枚目

の方をごらんになっていただきたいと思います。

左側の方の推進プロセスということで最初に課題を決め、まず最初に試作機としてそういう

ものをつくり、改良し続け、ある一定レベルまで到達してきて、制度面なのでかた苦しく申し

上げると、開発促進評価試験ということで、現地での都道府県の試験場もしくは地域の農業者

の方の圃場を借りて実際に使ってみてもらうという、ほぼ最終段階での評価試験を実施してい

ます。そういうことで開発が終了し、のちに民間ベースでの実用化ということで手渡ししてい

くということです。こういうことで、現場での普及の情報みたいなものは一定レベルは把握し

つつも、もっといろいろな分析が必要かなと思っています。

最初に、右側の方で具体的内容ということで、少し大き目の四角がいくつもございますが、

この細い線というのは現在でございます。太い線というのは新たにそういうところの工夫もし

ていこうではないかと思っているものです。そういう意味で、右側の真ん中より上にあります

けれども、試作機レベルで機種に応じて現場の声が聞きやすい雰囲気があるかもしれないんで

すが、いずれにしても見てもらい、ものによっては使っていただいてモニタリングしていただ

いて、能力の面はもとより、いろいろな使いやすさ、経営面から見た価格レベル、あとは必要

な性能レベル、そういうものを直接いろいろお声をいただこうと、特に関心がある方には試し

てみてもらおうと、そういう工夫をしていきたいと思っております。あとは実際に製品化した

後、一番下になりますが、実用化機種のフォローアップ調査と、今回も参考資料で導入事例み

たいなものをいくつかピックアップして載せてはいるんですが、導入された方が現実的に経営

的な効果としてどんなふうになってきているかと。それに限らず、実際に導入されている方が

ちょっと悩まれているようなことでも、いずれにしても認知の度合いなり、性能面的な適応性

なり、価格的な経営へ与える効果、影響なり、そういういろいろな面を調査し、分析もして、

そういうことを含めてさらなる開発の方向性なり、もしくは既存機の改良なりにフィードバッ

クさせていこうと、そういう工夫をさらにしていこうというふうに思いますので、逆にいろい
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ろな機種でまさに使っていただいて、佛田委員からもいろいろなご意見いただくような形も、

もしかしたら生じてくるかもしれないんですが、そのような工夫をしていきたいと思っている

ところです。

○瀬尾部会長 ありがとうございました。ただ今事務局より説明がありました高性能農業機械

の開発改良に係る推進手法の充実強化について、何かご質問、ご意見がございませんでしょう

か。

○尾野村委員 意見として聞いておいてほしいんですが、ここに書かれていることというのは

試作機段階から実際の農家の方の参加とか、とても優れた面ではないかなと評価しています。

ただ、こういった技術開発プロジェクトというのを数多く見てきた者としてぜひ加えてほしい

なと思うのは、こういった社会的な意味のある開発プロジェクトというのは、単に農水省だけ

がやるというものではなくて、民間会社もやっています。大学もやっています。海外の研究機

関及び会社もやっています。そこで例えば、これはほかの役所のことで恐縮なんですが、かつ

ての通産省、今の経産省がいろいろな開発プロジェクトをやって目標数値を掲げて、例えば排

煙脱硫装置だとかいろいろなものをやるんですが、政府が開発をやっている途中で政府が目標

としている数値を達成しているようなものが海外とか民間会社でできてしまうわけですね。そ

れはそれで非常に結構なことだと思うんです。それによって通産省の開発プロジェクトが意味

のなかったものだと思わないわけです。つまり、役所がそういうふうな目標を掲げてやってい

るからこそ、そういった競争者が登場して、それでお互いに競争して早く目標を達成したとこ

ろが大きな社会的意義を実現するということなわけですから、そのことによって政府がやって

。 、 、いる推進プロジェクトの意味がとてもあると思うんです そういったことを考えますと 現在

エレクトロニクスの技術開発というのは大変なものですし、ロボットも世界的に研究開発がさ

れています。また、自動感知センサー等の開発も我々の想像が及ばないようなスピードで今進

められています。したがいまして、私が何を言いたいかというと、各段階でいろいろなこのプ

ロジェクト以外のところの動きも遠慮なく柔軟に堂々と導入しながら進めていってもらいた

。 。い これはこれでやるんだというふうなかたくなな姿勢というのはなるべく慎んでもらいたい

それは他人の成果を入れるということは決して不名誉なことではなくて、要はこの政策によっ

てそういった開発目標のプロジェクトが早く実用化される、そのことにこの政策も大きく貢献

しているんだというところに一番意味があると思うんです。ですので、こういった充実強化フ

ローというのを実施するに当たって、ぜひとも柔軟に進めてほしいなというふうに思います。

○佛田委員 今のことで関連してですけれども、農家も農業方針もかなりそれぞれが技術を高

めるために研究ということに取り組み始めている経営が増えてきているんですね。私のところ

も例外なく、来年、中小企業関係の財団がつくるインキュベーション施設に入るんですけれど
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も、そういう研究部門を本格的に持つというようなことは、今言ったお話のほかに多くの実際

の農業に携わる人たちが持っているということが一つあります。それから今ほどのお話にもあ

ったように、民間の企業のそういうセンサーの開発とか、さまざまな分野の開発にコンソーシ

アムの一員に農家が入っていたりもするわけですよね、実際には。今年の春もある農機メーカ

ーの自動直進田植機を、うちの方でテストをやっていただきましたけれども、そういう姿を見

ていると、やはり農業のビジネスサイクルというのは１年１回、田植え期間なんていうのはせ

いぜい全国回っても１カ月ぐらいしかなくて、そこでもたもたしていると、また来年課題が残

っていってしまうわけですよね。それは毎日できる実験なりテストなら毎日やっていればいい

んでしょうけれども、そこがなかなか我々から見ていると、今ほどの民間ということのお話に

あったように、ある意味我々の業界はまだのんびりしているのかなと思うわけです。

ですから、限られた期間の中で何を成果として求めるのかというのを具体的に置かないと、

、 。今年できなかったらまた来年みたいな 農業というのは割にそういうところが結構あるんです

そういうことではなくて、少し今ほどのお話にもあったように、民間の持っているものを取り

込めるものは何でも取り込んでいきながら、または農家もそういうことに非常に関心を持ち始

めているという中で、持っている資源、価値をどう取り込んでこれを進めるかということが大

事です。そのときのサイクルの回し方をよりもっと効率よく１シーズンに３サイクルぐらい回

して開発を進めるぐらいのことをやらないと、１サイクルぐらいやっていると、３倍かかって

しまうと思うので、ぜひそういうことにご配慮いただけるといいなと思います。

○瀬尾部会長 大変貴重なご意見だと思いますけれども、何か事務局の方ございませんか。

○川本技術対策室長 まず尾野村委員の方からお話があった点ですが、非常に重要なコメント

だと思っています。若干そういった取組みについてご紹介させていただきますと、ロボット技

術についてはご指摘のとおり、農水省だけではなくて、各省いろいろな形で取り組まれており

ます。厚生労働省で介護ロボットとか、あるいは経済産業省ではいろいろな産業用ロボット、

文部科学省でも総務省でも、ロボットの基礎技術、基盤技術といったところで取り組まれてお

ります。それでどうしてもそういったものがばらばらに進められてしまうと、費用対効果とい

う面でも非常に非効率ですし、せっかく開発したそれぞれの技術がお互いに生かせないという

ことになってしまうので、そこを共通化していこうというような取組みを今、政府として総合

。 、科学技術会議を中心に始めようということにしております 具体的にどういうことかというと

、 、 、それぞれの取組み 政府が主導している取組みについて できるだけ民間の情報も入れながら

どういった成果が出ているかということを共通のデータベースとしていくと。そのデータべー

スをお互いに活用できるようにするというようなものが１つ。もう一つは、そういった取り組

みの中で足りないところを政府として別途課題を設定してやっていくと。例えば、いろいろな
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ロボットを動かすソフト技術が、いろいろなＯＳのもとでつくられており、それをつなごうと

した時にそれがなかなかうまく適合できない。自分がやっているものと、相手がやっているも

のを一定のＯＳのもとで使えるようにやろうとしておりまして、特に我々とすれば出口の部分

なので、我々のロボット技術においても他の省でやっている、センサー技術とか、あるいはマ

ニピュレータですか、手を動かす技術、そういったものについて、活用できるところは活用し

ていくという形でやっていきたいと思っております。

、 、 、それと 先ほど佛田委員がおっしゃった点については 非常にこれも重要なポイントでして

おっしゃるように作期を逃した時に１年間が無駄になってしまうので、これを実際どうやって

カバーしていくかというところを少し考えていく必要があるんだろうと。ただ、いちごの収穫

みたいに収穫期間が長いものはいいんですが、田植えみたいな、あるいは大豆の中耕培土みた

、 、 、いな作業期間が限られているものについて どう効果的に開発を進めていくかについては 今

具体的なアイデアを持ちあわせていませんが、ご指摘の点は頭に入れて開発していきたいと思

っております。

○瀬尾部会長 ありがとうございます。いろいろご意見があると思いますが、時間がまいりま

したので、この辺でできたらこれでおしまいにしたいと思います。ありがとうございます。

○石井委員 今まで話されていた話とはちょっと視点が違う、論点が違うかもしれないんであ

りますが、いろいろな高性能農業機械に限らず、いろいろな農業機械が大変多くの人のご苦労

でものすごく改善に改善を重ねられて使いやすくなったと思います。小型化もされて、農家だ

けではなくて一般の家庭でもいっぱい使っているものがあります。そういう中で特に肩がけの

簡単な草刈機はものすごく普及をしておりまして、農家だけではなくて、本当にサラリーマン

の家庭等でも庭の雑草を刈ったりなんかするのに使っていて便利なんですね。それで買うのも

すぐ簡単に日曜大工の工具を売っている店とか、何とかファームというようなところで農業の

資材を売っている店で簡単に買えますから、値段も安いと。しかし、使い方をしっかり注意を

して使っていただくように指導しませんと大変な事故が起きる、しょっちゅう起きているんで

すね。現実に私の町でも手首をこの間、ほとんど落ちるまで切ってしまった人がいまして、そ

れは自分で切ったのではなくて庭の隅を刈っているところに行って庭の植木がじゃまだから片

づける手伝いか何かをして、まったく初歩的な使い方のミスなんですが、そういうのがメーカ

ーはもちろん販売店等も徹底的に売る時に指導していただかなければならないと思うんであり

ますが、あと電気ノコで座り込んで薪を切っていたら、ぱっとはずれたら太ももに当たってし

まって動脈が切れて死んでしまったという人が何年か前、うちの町でいまして、そういうよう

なこともありました。

前回の審議会、この会で私は欠席だったんですが、送っていただいた資料から、安全性とい
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うことでいろいろ話がされたのが載っておりましたけれども、私の知っている人だけで３人大

きなトラクターの下敷きになって死んだ人がいるんですね。２人は60代の人で、１人は19歳の

青年だったんですが、これもまったく使い方の初歩的なミスだと思うんですが、実際に圃場で

仕事をしている時はそんな事故は絶対起きない。中山間地帯ですから、北海道のように全部農

地が平らではありませんから、上の畑の仕事が終わって次の畑へ移るときにロータリーを上げ

たりなんかして移動するときに桑の株元に乗り上げたり、あるいは道に落ちていた石の上に乗

り上げたり、簡単なことで転がってしまったというようなことで、これまた、最近はそういう

ことはなくなりましたから、みんな注意をしていると思うんですが、使用上のミス、機械を作

って売るだけではなくて、使用上のこともよく配慮して関係者の人がいろいろ努力してほしい

という、農林水産省の仕事ではないと思うんですが、いろいろ指導してほしいということと、

もう一つ、小委員会の方で話が出ていました騒音、機械のエンジンの音、われわれ使う者にと

っては、機械はエンジンをかければ当然音がするんですから当たり前だと思うんですが、周囲

の人から見れば騒音以外の何物でもありません。スピードスプレヤーの音がすごいから１ｋｍ

ぐらい聞こえますから、村でだれかがやると、ああ、あそこのうちはきょう消毒したなとみん

なにわかるんですけれども、それは短時間でいいとしても、先ほどの肩がけの小型の機械で田

んぼの畦畔の草を刈っていたら、隣のうちからものすごい剣幕で怒鳴られてけんかになってし

まったと。大体、混住化といいますか、農家の中で一般サラリーマンがいて、一件の家にも農

業をしている人とサラリーマンの家族が一緒にいるぐらいですから、せっかくの日曜日の朝、

ゆっくり寝ていようと思ったら、せっかくの日曜日だから早く起きてうちの仕事をしたと。そ

れで近所で大変なトラブルになるような、これはまあお互いに話し合えばすむことですけれど

も、そういうような音を含めまして、農業機械がまた本来の仕事の上のトラブルとまた違うこ

との、使う者が注意すればいいことだとは思いますけれども、そういうことを含めて私たちは

いろいろな面で注意をしていきたいと思いますし、また皆さん方もいろいろなご意見等生かし

ていただければ、ありがたいと思うんですけれども、普段ちょっと感じていたものですから、

せっかくの機会ですので話させていただきました。

○瀬尾部会長 ありがとうございました。ほかにもこの際ぜひ農業機械について言いたいとい

うことがございましたらお聞きしたいと思いますけれども。

どうぞ。

○児玉委員 さっきからのご説明でもありました産・学・官連携の話なんですけれども、やっ

ぱり現地の農家さんに行って取材しますと、すごく農家が農業機械をすごく改良して使ってい

るんですよね。大豆の生産農家に行っても播種機のアタッチメントを自分で種まき耕転をいっ

ぱいつけたりとか、すごくそういう、さっきも意見がありましたけれども、今まではつくって
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農家に買ってもらうという発想を変えてしまって、産・学・官だけではなくて、農家の農も入

れて、開発の段階でやはり農家の意見を入れていく方が、既存の技術みたいなものをすごく農

家は取り入れるのに長けているので、ぜひ今は農家を開発の場に入れていかないと、産・学・

官だけが逆に遅れているんじゃないかというぐらい、そういう気がしますので、ぜひ農水省か

ら産・学・官にぜひ農家の技術をまず入れてやっていっていただきたいと思います。

○川本技術対策室長 先ほど佛田委員のおっしゃった話と共通する部分があるのではないかと

理解したわけですが、まさしくそういったところがこれから重要になってくるのではないかと

思っております。資料７のところに産・学・官連携のフローを掲げていますが、ここの中に農

家という文字はありませんが、農家の方でもそういった技術を持って開発に取り組んでおられ

る方は中に入っていただくということが一つは重要かといいますか、そういうことも考えてい

く必要があるのかなと思います。もう１点は、先ほどご指摘のあった趣旨を取り違えていたの

かもしれませんが、非常にチャンスが限られる農業機械の開発といいますか、作業適期が限定

されるものについて、好機を逃さずに成果を出していくという意味からすれば、この試作機の

段階でまさしく農家の方に入ってもらって一緒にやっていくということが、現場ニーズへの適

合性が高まり、機械化にとっていいのではないかと思いますので、今ご指摘のあった点につい

ては十分踏まえていきたいというふうに思います。

○瀬尾部会長 ありがとうございました。それではいろいろ議論がございますかと思いますけ

れども、時間がまいりましたので、本日、この辺で終わりにしたいと思います。

どうもご協力ありがとうございました。それでは事務局の方へ司会をお返しいたします。

○川本技術対策室長 本日は長時間にわたり、ご審議をいただきましてありがとうございまし

た。我々としましては、本日いただいたご指摘、ご意見を踏まえながら、新たな機械開発のみ

ならず、現在開発が進行しております継続機械についても開発、実用化に取り組んでいきたい

と思っておりますので、引き続きいろいろな面でご支援、ご協力をいただければありがたいと

思います。

本日はどうもありがとうございました。


